
 
 

ＪＲ東海労新幹線地本は、７月１５日に東京修繕車両所において出勤遅延

をした社員に対して事情聴取の中でＴ企画科長が大声で当該社員に怒鳴りつ

けた、このことは会社による「パワーハラスメント」であるとして、７月３

０日 会社に「申第６号」を以下のように申し入れを行いました。 

 

１ 今回の管理者によるパワーハラスメントに対して、会社の認識および

再発防止に対して明らかにすること。 

 

２ 事情聴取と称して怒鳴り声を上げたのは T 企画科長に間違いないか明

らかにすること。また、同席していた管理者はについて明らかにする

こと。 

 

３ 企画科長が怒鳴り声をあげた理由について明らかにすること。 

 

４ 企画科長および箇所長は今回のパワーハラスメントについて反省し、 

  今後パワーハラスメントを絶対おこなわないことを社員に対して点呼

および掲示等で明らかにすること。また、当該社員へ早急に謝罪する

こと。 

 

５ 今後このようなことが発生しないように、新幹線鉄道事業本部として

責任を持って現場管理者を教育・指導すること。 
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